
議案第32号

つくば市条例の読点の表記を改める条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成30年２月21日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

つくば市条例の読点の表記を改める条例

つくば市の条例（この条例の施行の際現に効力を有するものに限る。）において

読点として表記する「，」は，「、」に改める。

附 則

この条例は，平成30年４月１日から施行する。


